
千代田区共通キャラクターエアータイプ着ぐるみ仕様書 

 

１ 目的 

区政 80 周年記念として制定する「千代田区共通キャラクター」について、区の広 

報活動・イベント等で利用するエアータイプ着ぐるみを製作し、付属品とともに一 

式調達する。 

 

２ 委託期間 

  契約締結日から令和９年２月 26 日（金）まで 

 

３ 製作物品等 

（１）着ぐるみ本体１体 

ア サイズ目安：全高約 170cm、幅約 80cm、奥行約 70cm 

  身長 150cm から 170cm 程度の者が着用できるもの。 

イ 送風機で膨らませて使用するエアータイプ構造とする。 

ウ 軽量で、演者が手を振る・簡単なダンス等の動作ができること。 

エ バッテリーは簡単に交換でき、長時間連続使用が可能なこと。 

オ 着ぐるみ内に送風口・バッテリー収納部を設けること。 

カ 構造は通気性を考慮したものとすること。 

（２）付属品等 

   ア 送風機１式 

   イ バッテリー２台（予備１台を含む） 

   ウ 充電器１台 

   エ 取り扱い説明書１式 

   オ 梱包バッグ（本体・付属品が収納可能なもの） 

    カ その他着ぐるみの装着・保管等に必要となる物品 

 

４ 着ぐるみデザイン 

別添「千代田区共通キャラクターイメージ図」のとおり 

 

５ 製作条件 

（１）千代田区から提供するキャラクターのイメージ図に基づき、着ぐるみデザイ

ンの考案や色選定等を行い、キャラクターを表現すること。 



（２）誠意をもって製作を行い、納品時まで最終動作確認を怠らないこと。 

（３）受託者は進捗状況を綿密に千代田区担当者へ報告し、千代田区担当者から指

定がある場合、その指示に従うこと。 

 

６ 製品保証 

正常な使用状態での破損・故障については、納品日から６ヵ月間は無償で修理を 

行うこと。 

 

７ 納入期限 

  令和９年２月 26 日（金） 

  ※ 千代田区から受託者への着ぐるみのデザインの入稿は、令和９年１月 22 日ま

でに行うものとする。 

 

８ 納入場所 

  千代田区指定箇所 

 

９ 委託費の支払い等 

  業務終了後、検査を受けたのち適正な請求書の受領から３０日以内に支払うもの

とする。 

 

10 その他 

（１）成果物に有する権利は、千代田区に帰属する。 

（２）本仕様書に定めのない事項は、千代田区担当者と協議の上、その指示に従うも 

のとする。 

 

 

 

 

 



千代田区共通キャラクターウレタンタイプ着ぐるみ仕様書（案） 

 

１ 目的 

区政 80 周年記念として制定する「千代田区共通キャラクター」について、区の広 

報活動・イベント等で利用するウレタンタイプ着ぐるみを製作し、付属品とともに 

一式調達する。 

 

２ 委託期間 

契約締結日から令和９年２月 26 日（金）まで 

 

３ 製作物品等 

（１）着ぐるみ本体１体 

ア サイズ目安：全高約 170cm、幅約 80cm、奥行約 70cm 

身長 150cm から 170cm 程度の者が着用できるもの。 

イ ウレタン素材を使用し、形状保持性・耐久性・安全性を確保すること。 

ウ 軽量で、演者が手を振る・簡単なダンス等の動作ができること。 

エ 着脱が容易で、内部の通気性・快適性を考慮した構造とすること。 

オ 視界・安全性に配慮した設計とすること。 

カ クリーニングやメンテナンスが容易な構造とすること。 

（２）付属品等 

ア 保管用バッグ（本体・付属品が収納可能なもの） 

イ 取り扱い説明書１式 

ウ その他着ぐるみの装着・保管等に必要となる物品 

 

４ 着ぐるみデザイン 

別添「千代田区共通キャラクターイメージ図」のとおり 

 

５ 製作条件 

（１）千代田区から提供するキャラクターのイメージ図に基づき、着ぐるみデザイン

の考案や色選定等を行い、キャラクターを表現すること。 

（２）誠意をもって製作を行い、納品時まで最終動作確認を怠らないこと。 

（３）受託者は進捗状況を綿密に千代田区担当者へ報告し、千代田区担当者から指定

がある場合、その指示に従うこと。 



 

６ 製品保証 

正常な使用状態での破損・故障については、納品日から６ヵ月間は無償で修理を

行うこと。 

 

７ 納入期限 

令和９年２月 26日（金） 

 ※ 千代田区から受託者への着ぐるみのデザインの入稿は、令和９年１月 22 日ま

でに行うものとする。 

 

８ 納入場所 

千代田区指定箇所 

 

９ 委託費の支払い等 

業務終了後、検査を受けたのち適正な請求書の受領から３０日以内に支払うもの

とする。 

 

10 その他 

（１）成果物に有する権利は、千代田区に帰属する。 

（２）本仕様書に定めのない事項は、千代田区担当者と協議の上、その指示に従うも

のとする。 

 

 

 

 

 

 



「千代田区共通キャラクターイメージ図」 

※現段階でのイメージであり、大きく変更する場合がある。 

 

 

 

 


